
 

 

「発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで」  

＊「発症した後５日を経過」とは、発症日を０日と数え、発症日の翌日から５日を経過する

まで出席停止、６日目からの登校可能となります。ここで言う「発症」とは、発熱等のイ

ンフルエンザ様症状のことで、それらの症状が始まった日を発症日と解釈します。 
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新しい年が始まりました。『一年の計は元旦にあり』この言葉に

は、「何事もまず初めに計画を立てることが大事」という意味があ

ります。毎日元気で過ごすために“健康目標”を立てましょう！ 

今年もよろしくお願いいたします。 

来週、発育測定を行います。「健康の

記録」を配付しますので、確認印を

押して再度提出してください。 

健康目標を立てよう！ 

インフルエンザに罹ったら･･･ 


